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１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（女川原子力発

電所２号炉工事計画）（４７） 

２．日 時：令和３年１月１４日 １３時３０分～１６時００分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室（一部ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者：（※ ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

止野上席安全審査官※、植木主任安全審査官、片桐主任安全審査官、 

皆川主任安全審査官、土居安全審査専門職※、服部安全審査専門職※、 

山浦技術参与、西澤原子力規制専門員 

  技術基盤グループ 地震・津波研究部門 

   堀野技術参与 

 

東北電力株式会社： 

原子力本部 原子力部 課長 

原子力本部 原子力部 部長、他７名※ 

 

５．要 旨 

（１）東北電力株式会社から、女川原子力発電所２号炉の工事計画補正申請の

うち、機器・配管の耐震支持設計方針、原子炉圧力容器の脆性破壊防止

に関する説明書等について、提出資料に基づき説明があった。 

 

（２）これに対し、原子力規制庁は以下の点について指摘等を行うとともに、

今後、説明内容について引き続き確認することとした。 

 【Ⅵ－２－１－１２－１ 配管及び支持構造物の耐震計算について】 

○ 埋込金物の強度計算式について、プレートのスタッド位置を両端固定

支持はりとして評価しているが、先行審査プラントと評価方法が相違

していることも踏まえ、評価方法の考え方及びその妥当性を整理して

提示すること。 

 【Ⅵ－２－１－１２－２ ダクト及び支持構造物の耐震計算について】 

○ 矩形ダクトの固有振動数の算出において、断面二次モーメントの安全係

数の設定の考え方を整理して提示すること。 

 

 【Ⅵ－１－２－２ 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書】 

○ 上部棚吸収エネルギーの評価箇所について、その選定の考え方を整理し
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て提示すること。 

○ 最低使用温度に基づく評価について、評価箇所であるスタッドボルトの

最低使用温度の設定の考え方を整理して提示すること。 

 

（３）東北電力株式会社から、（２）について了解した旨の回答があった。 

 

なお、本面談については、事業者から対面での面談開催の希望があったため、

「新型コロナウイルス感染症対策に係る原子力規制委員会の対応の一部変更に

ついて」（令和２年６月２４日 第１２回原子力規制委員会配付資料）に基づき、

一部対面で実施した。 

 

６．その他 

提出資料： 

（１）女川２号工認 指摘事項に対する回答整理表（耐震：基本設計方針ヒアリ

ング）（Ｏ２－他－Ｆ－１９－０００４＿改２） 

（２）Ⅵ－２－１－１１ 機器・配管の耐震支持設計方針（Ｏ２－工－Ｂ－１

９－００２５＿改１） 

（３）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１１ 機器・配管の

耐震支持設計方針）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００２６＿改１） 

（４）Ⅵ－２－１－１２－１ 配管及び支持構造物の耐震計算について（Ｏ２

－工－Ｂ－１９－００２９＿改１） 

（５）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１２－１ 配管及び

支持構造物の耐震計算について）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００３０＿改

１） 

（６）Ⅵ－２－１－１２－２ ダクト及び支持構造物の耐震計算について（Ｏ

２－工－Ｂ－１９－００３１＿改１） 

（７）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１２－２ ダクト及

び支持構造物の耐震計算について）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００３２＿

改１） 

（８）Ⅵ－２－１－１３－１ スカート支持たて置円筒形容器の耐震計算につ

いての計算書作成の基本方針（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００３３＿改１） 

（９）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１３－１ スカート

支持たて置円筒形容器の耐震計算についての計算書作成の基本方針）

（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００３４＿改１） 

（１０）Ⅵ－２－１－１３－２ 横置一胴円筒形容器の耐震性についての計算

書作成の基本方針（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００３５＿改１） 
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（１１）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１３－２ 横置一

胴円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本方針）（Ｏ２－工－

Ｂ－１９－００３６＿改１） 

（１２）Ⅵ－２－１－１３－３ 平底たて置円筒形容器の耐震性についての計

算書作成の基本方針（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００３７＿改１） 

（１３）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１３－３ 平底た

て置円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本方針）（Ｏ２－工

－Ｂ－１９－００３８＿改１） 

（１４）Ⅵ－２－１－１３－４ 横軸ポンプの耐震性についての計算書作成の

基本方針（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００３９＿改１） 

（１５）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１３－４ 横軸ポ

ンプの耐震性についての計算書作成の基本方針）（Ｏ２－工－Ｂ－１９

－００４０＿改１） 

（１６）Ⅵ－２－１－１３－５ たて軸ポンプの耐震性についての計算書作成

の基本方針（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００４１＿改１） 

（１７）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１３－５ たて軸

ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針）（Ｏ２－工－Ｂ－１

９－００４２＿改１） 

（１８）Ⅵ－２－１－１３－６ 管の耐震性についての計算書作成の基本方針

（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００４３＿改１） 

（１９）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１３－６ 管の耐

震性についての計算書作成の基本方針）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００４

４＿改１） 

（２０）Ⅵ－２－１－１３－７ 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針

（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００４５＿改１） 

（２１）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１３－７ 盤の耐

震性についての計算書作成の基本方針）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００４

６＿改１） 

（２２）Ⅵ－２－１－１３－８ 計装ラックの耐震性についての計算書作成の

基本方針（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００４７＿改１） 

（２３）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１３－８ 計装ラ

ックの耐震性についての計算書作成の基本方針）（Ｏ２－工－Ｂ－１９

－００４８＿改１） 

（２４）Ⅵ－２－１－１３－９ 計器スタンションの耐震性についての計算書

作成の基本方針（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００４９＿改１） 

（２５）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１３－９ 計器ス
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タンションの耐震性についての計算書作成の基本方針）（Ｏ２－工－Ｂ

－１９－００５０＿改１） 

（２６）補足－６００－１０ 機電設備の耐震計算書の作成について（Ｏ２－

補－Ｅ－１９－０６００－１０＿改１） 

（２７）Ⅵ－１－２－２ 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書（Ｏ

２－工－Ｂ－０２－０００３＿改０） 

（２８）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－１－２－２ 原子炉圧力容

器の脆性破壊防止に関する説明書）（Ｏ２－工－Ｂ－０２－０００４＿

改０） 

（２９）補足－３１０－１ 【原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する補足説

明資料】（Ｏ２－補－Ｅ－０２－０３１０－１＿改１） 

（３０）Ⅵ－５－１５ 計算機プログラム（解析コード）の概要・ＤＯＲＴ

（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００２２＿改０） 

 

以上 


